
 

芦屋市障害者日中一時支援事業サービス基準単価表 
 

 

                                  平成３０年４月 

 
区分 ４時間未満 

４時間以上 

８時間未満 
８時間以上 

障 

 

害 

 

者 

区分６ ２，３５０ ４，７１０ ７，０７０ 

区分５ ２，０００ ４，０１０ ６，０１０ 

区分４ １，６５０ ３，３００ ４，９６０ 

区分３ １，４８０ ２，９７０ ４，４６０ 

区分２ １，２９０ ２，５９０ ３，８９０ 

区分１ １，２９０ ２，５９０ ３，８９０ 

食事提供 

体制加算 
４４０ ４４０ ４４０ 

障 

 

害  

 

児 

区分３ ２，０００ ４，０１０ ６，０１０ 

区分２ １，５７０ ３，１４０ ４，７１０ 

区分１ １，２９０ ２，５９０ ３，８９０ 

食事提供 

体制加算 
４４０ ４４０ ４４０ 

                                      単位は（円） 

 

※ この単価表は障害者施設等で実施する日中一時支援事業（短期入所・宿泊を伴わない）に適用します。 

 

※ 芦屋市では，利用者負担を１割負担していただくことになっていますので，利用者からは毎回サービ

ス利用料の１割を徴収し，残りを市に請求してください。 

 


